
令和７年度 行動計画による取り組み

資料３

基本目標 推進内容

【環境づくり】

多様な主体とのネットワークが

構築され、誰もがまちづくりに

参加しやすい環境が整っている。

持続可能な自治会・地域振興協議会の活動に
向けての取り組み

中間支援組織の育成・支援及び組織の充実

市民活動支援と市民提案制度の活用促進

企業等の多様な主体との連携・ネットワーク
の活用

市民や事業者のシビックプライドの醸成

➀持続可能な自治会・地域振興協議会の活動に向けての取組み

【現状】・自治会役員のなり手不足と会員の減少。
・自治会役員のなり手不足から地振協に人が出せず休会が増加。

【市の取組み】

負担軽減 ・自治会・地振協への依頼事項の見直し
（削減、選択制・手上げ制の導入等）

活性化支援 ・特命グループによる活性化事例の調査・情報発信

削減 〇自治連合会への委嘱依頼数の削減。R6:78件 ⇒ R7:38件

選択制・手上げ制

〇「じんけんミーティング」 〔人権擁護課〕
自治会の実情に合わせて実施方法を「講演会参加型」
「資料回覧型」「従来の懇談会型」を選択。

②中間支援組織の育成・支援及び組織の充実

【現状】・地域コミュニティ団体支援の必要性の増加
・ボランティアセンターの移転による影響
・市民活動支援３制度の利用数の低迷

【市の取組み】 〔自治振興課〕
〇中間支援に関わる職員の研修 つながりづくりをテーマに研修
〇社協やボラセンとの連携強化
〇市民活動団体の現状や課題の把握と支援制度の見直し

③市民活動支援と市民提案制度の活用促進

伴走支援

〇自治会や地振協の相談対応 〔自治振興課〕
〇生活支援コーディネーターによる支援 〔長寿福祉課〕
〇空家相談による伴走支援 〔住宅課〕

【市の取組み】 〔自治振興課〕
〇ふるさと納税寄附金集めのノウハウ共有会の実施
みら活登録団体と守山市のふるさと納税活用団体の交流実施

〇制度説明会、フォロー講座、報告会、市民学習会に交流を
プラスし、きっかけづくりの機会を増やす

①まちづくりに主体的にかかわる人づくり 〔自治振興課〕
・地域外からの地域コミュニティ団体への協力の促進 〔自治振興課〕
・市民学習会（ワークショップ）の実施 〔自治振興課〕
・第９期 栗東１００歳大学の実施 〔長寿福祉課〕

基本目標 推進内容

【担い手づくり】

自分が住む地域を良くしたいと考え、

地域課題に取り組むことが

できる市民が増えている。

まちづくりに主体的に関わる人づくり

まちづくり活動の担い手づくり

協働によるまちづくりに取り組む職員の育成

コーディネーターの役割を担える職員の配置
や育成
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②計画策定に関する市民参画
・計画の素案策定段階での取組み
〇栗東市こども計画 ニーズ調査（アンケート調査、子ども・若者
への意見聴取、子ども・子育て会議） 〔子育て支援課〕

〇第四次栗東市都市計画マスタープラン アンケート調査、
都市計画審議会 〔都市計画課〕

〇第４期栗東市障がい者基本計画・第８期栗東市障がい福祉計画・
第４期栗東市障がい児福祉計画 関係者へのヒアリング、
住みよいまちづくり推進協議会 〔障がい福祉課〕

〇第１０期栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策
推進計画 各種調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅
介護実態調査、ケアマネジャー調査、介護サービス事業所調査）、
高齢者保健福祉推進協議会 〔長寿福祉課〕

・パブリックコメントの実施
〇使用料・手数料の見直しに係るガイドライン 〔企画政策課〕
〇栗東市こども計画 〔子育て支援課〕
〇栗東市男女共同参画プラン 第7版 〔自治振興課〕
〇栗東市耐震改修促進計画概要版 〔住宅課〕
〇第二期観光振興戦略 〔商工観光労政課〕
〇史跡旧和中散本舗・名勝大角氏庭園保存活用計画

〔スポーツ・文化振興課〕
〇栗東市防犯のまちづくり計画 〔危機管理課〕
〇栗東市新型インフルエンザ等対策行動計画 〔危機管理課〕

③市の方針決定に関する市民参画
〇自治会の支援方法の検討について 市民対象にアンケート調査

〔自治振興課〕
〇栗東駅周辺まちづくり基本方針の見直し アンケート調査、
都市計画審議会 〔都市計画課〕

基本目標 推進内容

【市政への参画】

市民が政策の形成や実施、評価

などに参画し、市民ニーズに対応

したまちづくりができている。

広聴制度の充実

市政への市民参画機会の推進

基本目標 推進内容

【情報の発信・共有】

行政情報やまちづくりに必要な

情報を広く発信・共有できている。

多様な機会やメディアを活用した分かりやす
い情報の発信

市民（市民公益活動団体）が交流できる場や
機会の充実

市民（市民公益活動団体）が情報発信・共有
できる機会の充実

【市の推進体制】

全ての職員が協働に求められる

スキルを身につけ、伴走支援と

組織横断的な協働を実践できている。

市民団体への伴走支援体制の確立

組織横断的な支援体制の確立

①情報発信・共有
〇「市民参画と協働によるまちづくり通信」の発行（市民団体の取材
を通じて、連携づくりと現状・課題の把握） 〔自治振興課〕

〇元気創造まちづくり事業成果報告会 〔自治振興課〕
〇コミセンごとのホームページ作成 〔自治振興課〕
〇「りっとうミツケーター」と協働による情報発信

〔シティプロモーション推進課〕
〇民生委員の活動を紹介する動画の作成 〔社会福祉課〕
〇きき水や給水車を活用したイベントで水道事業の啓発

〔上下水道課〕
〇「くりちゃん」デザインマンホールカードの配布 〔上下水道課〕

②組織横断的な支援体制の確立
〇全庁的に地域コミュニティ団体への負担軽減、手上げ制、選択制、
伴走支援の導入の推進 〔自治振興課〕

〇コミュニティの再生や関係づくりをテーマにした職員研修の実施
〔自治振興課〕
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①広聴制度の充実
〇市長への手紙、市長のこんにちはトーク、まちづくり出前トーク

〔秘書広聴課〕
〇学区別自治連合会での懇談会 〔自治振興課〕


